
第４回 和光市立学校選択制実施委員会 議事録（要点） 

平成２０年８月１８日 
１４：００～１６：００ 
和光市役所６０２会議室 

 
出席委員９名  欠席委員６名 
教育委員会出席者（今城教育長  天野教育部長  丸山学校教育課長  西学校教育課副主幹） 
傍聴者 ０名 
 
１ 本日ご確認いただく内容 
◆資料１ページ参照 
 
協議 （◆：委員の主な発言  ⇒：事務局の回答の概要） 
◆資料１ページの内容について確認していきたい。また、本日は委員会としての答申をまとめた

い。 
◆今までの話し合いを踏まえて、大きく分けると中学校の選択制と小学校の選択制についてとな

る。中学校についてはどの学校でも選択制を実施することが望まし。しかし、学級数との関係

で平成２１年度には受け入れ０名となる学校があり、実施できる学校は第二中学校のみとなる。

制度上はどの学校でも可能とし、年度毎に各学校の受け入れ可能数を考慮し、受け入れられる

学校から実施していくことでまとめたい。具体的には２ページにあるような予定で進められる

ことになる。 
◆基本的にはよいと思う。資料の見方の確認をしたい。 
⇒資料４ページにある第二中学校案の中の在籍数１２６という数は、現在、第三小、第四小、広

沢小、本町小に在籍をしており、平成２１年度に第二中学校へ入学する予定者の総数である。 
◆平成２１年度の第二中１学年の在籍可能数が３３となっているが、この点について事務局の考

え方をうかがいたい。また、２月上旬までの転入者について、補欠最終番号として受け入れる

とあるが、補欠については順番を決めていくことになるのか。 
⇒中学校１年生は特例編成で１学級３８名とされている。本来は１学級３５名として計算したい

ところであるが、第二中学校の場合転入者が多いため、現時点で３３名として計算し、受け入

れ可能人数を３９名とした。今後、学校との話し合いを進め、人数については確定していく。

また、補欠については１１月下旬に実施する抽選会において補欠の順も決定しておきたい。例

年、翌年の２月上旬には私立中学校への進学が確定する児童が出る。第二中の受け入れ可能生

徒数を有効に活用するためにも、この時期まで補欠としてお待ちいただき、順次ご案内してい

きたい。 
◆本人の都合でどうしても第二中への進学を希望する児童の数は、この中に含まれているのか。 



⇒健康上の配慮や教育相談的配慮が必要な場合の指定校変更による第二中への進学者数について

はこの資料には含まれていない。 
◆受け入れ可能生徒数については具体的に対象者に示すのか。 
⇒細部については学校と話し合いを進め、１０月上旬に予定している市民や保護者の方への案内

には、確定した受け入れ可能生徒数について明記していく。 
◆生徒の募集の際、市民や保護者への説明はどのように行うのか。 
⇒１０月の段階で説明会を実施したい。平日と日曜日に行いたい。学校では９月に保護者会が予

定されているが、この時点では説明会は実施できない。学校と相談し、保護者への説明会を実

施したい。 
◆就学児の保護者への説明については、どのように考えているのか。初めてのお子さんを就学さ

せる方には、学校選択制の話はほとんど届いていないのではないか。 
⇒本日いただく予定の答申をもとに、９月１日よりパブリックコメントを実施していく。この時

点で市民や就学児の保護者の方にも積極的に情報を提供していきたい。また、９月の教育委員

会でこの案が承認されれば、１０月上旬には対象児童の保護者宛希望申請書等を送付する。白

子小、第四小、広沢小の就学時健診等でも説明をしていく。 
◆それでは、（１）について確認をしたい。中学校の選択制は当面の間、第二中で実施することで

まとめたい。 
◆（２）小学校の選択制について考えていく。制度上としては、どの学校でも可能としておくが、

平成２１年度は白子小、第四小、広沢小で実施することとし、選択可能地域を明示しておくと

いうことでどうだろうか。 
◆資料にある小学校１年生の１学級３２名という数は多いのではないか。 
⇒中学校に比較すると多い数といえる。学校と相談して、最終的な受け入れ人数については、確

定したい。 
◆受け入れ数については机上の考えか。 
⇒学校の意向はおおよそ把握しているが、最終的な数ではない。今後、学校と相談していく。 
◆下新倉地域の区分けについては、考えなくてよいのか。 
◆地域を細分化せず、学校区として考えることが適当である。 
◆指定校と選択校が重なる広沢小について問題はないのか。また、平成２２年度以降に就学する

児童についても兄姉の指定校の変更は認める必要があるのではないか。 
⇒広沢小については、受け入れ人数にかなり余裕がある。本町小への希望者が少なくても、第四

小学区からの希望者を受け入れることができると予測している。 
◆平成２１年度のみに限らず、一定の期間を猶予期間として兄姉の指定校の変更は認めるべきで

ある。しかし、一旦選択した後は、卒業まで在籍することを原則としたい。 
◆９月に市民への情報提供を実施し、その意見を踏まえて９月の教育委員会に議案を提出する。

１０月に申請書の送付を行うという予定だが、情報の素早い提供に努めてほしい。パブリック

コメントの段階で、就学児童の保護者にはこの件を知っていただく必要がある。 



⇒不確定な情報を提供すると混乱のもとになる恐れがある。しかし、情報の素早い提供も必要で

ある。パブリックコメントの段階での案を幼稚園や保育園に知らせていきたい。 
◆就学児検診や１１月に予定されている教育週間での学校公開を活用して、学校を知っていただ

くことも進めていきたい。 
◆自治会への連絡や投げかけも必要ではないか。 
◆育てる会の活動が校区に分かれて下火になっている傾向がある。育てる会への周知も必要では

ないか。 
◆登下校路の安全確保、また中学校区の安全確保についてはどうか。 
◆通学路が明確になった段階で危険度に応じて対応していくということでまとめたい。 
◆抽選日以降の転入者については、対象校に受け入れ人数に余裕がある場合のみ、選択を認める

とあるが、表現については明確にしたい。 
⇒抽選が行われない場合にのみ選択を認める。小学校の場合は、抽選に外れた場合は補欠待ちは

ない。指定校へ入学していただく。 
◆白子小では学区内に世帯数の多いマンション建設が進んでおり、新入学予定児童がよめないと

ころがある。新しく和光市に転入してくる方にも情報が提供できるよう事務局にはお願いした

い。 
◆ここで、答申をまとめるために休憩をとることにしたい。 
 
（休憩） 
 
◆答申について確認していく。 
（答申について読み上げ、確認） 
◆答申について本委員会として確認した。以上で、本委員会を終了とする。 


